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1. 開 会 

〇司会 

 ただいまから，令和２年度宮城県地域医療構想調整会議（大崎・栗原区域）を開催

する。 

2. 挨 拶 

〇司会 

 開会にあたり，県保健福祉部医療政策課長の佐々木からご挨拶申し上げる。 

〇佐々木保健福祉部医療政策課長  

    【挨拶】 

3. 議 事 

〇司会    

 本日の調整会議の座長は，大崎市医師会鎌田会長にお願いしている。 

〇鎌田座長 

 それでは，次第に従い議事を進める。（１）地域医療構想における議論の進め方に

ついて，（２）医療需要の将来推計と医療提供体制の現状について，事務局から説明

をお願いする。 

〇事務局 

    【資料１及び２により説明】 

〇鎌田座長 

 では，ただいまの説明について質問等があればお願いする。 

〇宮城島委員（副座長） 

 資料１のスライド１１下段に記載されている，「２０４０年を展望した２０２５年ま

でに着手すべきこと」の「③かかりつけ医が役割を発揮できるための医療情報ネットワ

ークの構築や適切なオンライン診療等を推進するための適切なルール整備」について

２０２５年まで残り５年となっているが，県として何か着手していることはあるか。ま

た，同じくスライド１１下段に記載されている「医師・医療従事者の働き方改革の推進」

の「③医師偏在対策による地域における医療従事者等の確保」について，栗原区域では

かなり厳しい状況であるが，県として何らかの対策をとっているのか。この２点を質問

する。 

〇橋本地域医療構想アドバイザー 



 質問１点目についてコメントする。菅
すが

首相が就任された際に，オンライン診療につい

ては進めていくとしており，田村厚生労働大臣，河野行政改革担当大臣及び平井デジタ

ル改革担当大臣の３大臣で，これまで２回協議をしている。その中で，田村大臣がオン

ライン診療は推進していくが，初診については安全性と信頼性が十分に担保されてか

ら行うこととし，かかりつけ医が診る場合に限りオンラインでの初診を認めることに

なっている。この方針は，日本医師会が提案し，前もって田村大臣と話し合っていたも

のであり，かかりつけ医が役割を発揮できるための医療情報ネットワークの構築や適

切なオンライン診療等を推進するための適切なルール整備は政府とともに進めている

ところである。ただ，オンライン診療は，地域医療構想に直接関係したものではなく，

なぜこの資料に記載されているかは分からない。また，医療情報ネットワークの構築に

ついては，各地で様々なネットワークが構築されているが，それは地域ごとのものであ

り，それらがどのような方向性になるかは分かっていない状況である。  

〇宮城島委員（副座長） 

 まだ具体的なことは決まっていないという認識でよろしいか。また，適切なオンライ

ン診療等を推進するためのルール整備については，当初は時限立法で，新型コロナに関

してのみということであったが，なし崩し的に初診にも適用可能という形になってき

ているので，そのことには注意を払う必要があると思い質問をした。２点目について，

県として何か取り組んでいることはあるか。 

〇事務局 

 個別な取組としては，政策的な医師配置や各方面と協力して立ち上げている宮城県

医師育成機構におけるキャリア形成支援を行っているところである。全体的な取組と

しては，今年の３月に策定した医師確保計画に基づき取組を進めている。この計画は，

医師少数区域，医師多数区域を区分して少数区域での医師数の底上げを図っていくも

ので，例えば，医師が不足する診療科への医師派遣に向けた取組を行うこととしている。

不足している地域に医師を配置できるかについては，全体を見ながら個別の事業の中

で対応していくことになるので，今すぐすべての医師少数区域に医師配置をすること

とはならないが，段階的，計画的に取組んでいくこととしている。 

〇宮城島委員（副座長） 

 何年先までに医師少数区域を解消したいと思っているのか。今までずっと解消でき

ていない問題である。都合の良い話ばかりに聞こえるが，現状として医師が足りている

病院がないか，県は把握しているか。 

〇事務局 

 医師確保計画は，まずは令和５年までの取組として掲げているものであるが，当然今



後も継続していくものになると考えている。少し先の話になるが，第８次地域医療計画

を策定する際にも，引き続き分野別計画として継続して取組んでいく。 

〇宮城島委員（副座長） 

 医師が足りない状況はいつまでたっても変わらないものであるから，具体的な解決

策を挙げていただきたかった。 

〇鎌田座長 

 ほかに質問がなければ，項目（１），（２）については，これで終了とする。 

 続いて（３）医療機関ごとの具体的対応方針について，（４）その他の共有事項，（５）

定量的な基準について，事務局から説明をお願いする。 

〇事務局 

    【資料３，４及び５により説明】 

〇鎌田座長 

 ただいまの説明について質問等があればお願いする。 

〇宮城島委員（副座長） 

 資料３－２の１３６番に渡辺整形外科内科医院と書いてあるが，これは何年のデー

タなのか。廃院になっているはずなのだが，病床数が０になっていないので確認願う。 

〇事務局 

 この調整会議に先立ち，各医療機関に確認を取っているものではあるが，廃院という

情報であるので，確認させていただく。 

〇鎌田座長 

 ほかに質問がなければ，項目（３），（４），（５）についてはこれで終了とする。 

 続いて，（６）再検証対象医療機関の具体的な検討状況について，事務局から説明を

お願いする。 

〇事務局 

    【資料６により説明】 

〇鎌田座長 

 ただいまの説明について，涌谷町国民健康保険病院大友委員から補足をお願いする。 



〇大友委員 

 資料に記載のとおりである。 

〇鎌田座長 

 ただいまの説明について，公立加美病院今野委員から補足をお願いする。 

〇今野委員 

 この１１月から地域包括ケア病床９床をオープンしている。シミュレーションをす

る中で，地域包括ケア病床をもう少し増床するという計画がある。具体的な数は出せな

いが，２０床程度に増床したいと考えている。 

〇鎌田座長 

  続いて，美里町立南郷病院玉手委員から補足をお願いする。 

〇玉手委員 

 回復期に移行する当院の方向について，調整会議としてお認めいただきたい。 

〇鎌田座長 

 続いて，栗原市病院事業管理者平本委員から補足をお願いする。 

〇平本委員 

 資料にある２病院については，記載しているとおりであるが，再検証対象になってい

ない栗原中央病院も減床する方向で検討を進めている。大崎タイムスで御覧になられ

た方もいると思うが，このことについては，来年６月の議会で説明する予定のため，５

月末までにはこの方向性で何らかの結論をまとめたいと思う。ぜひ調整会議でも共有

いただきたい。 

〇鎌田座長 

 続いて，大崎市民病院並木委員から補足をお願いする。 

〇並木委員 

 当院はここに書いてあるとおり，県の指導に従いダウンサイジングや機能転換を行

っている。 

〇鎌田座長 

 ただいまの説明について質問等があればお願いする。 



〇曽根委員 

 資料６を見ると再検証対象医療機関が県の事業を活用しながらダウンサイジングに

向けた検討や，急性期病床から不足する回復期病床への転換に向けられた検討など，各

医療機関と県が連携した取組が進められていることを強く感じる。こうした取組は大

崎・栗原地区の人口構造の見通しや入院医療需要の推計を踏まえると，必要なものと考

えている。先ほど説明があったが，佐賀方式の場合においても１４０床不足しており，

回復期病床の確保に向けて今後も各医療機関と県が連携しながら，引き続き検討を進

めていただきたいと思う。 

 事務局に対する質問だが，大崎市においては民間病院が多く存在しており，この会議

に出席していない民間病院も多数ある。大崎市における今後の地域医療のあり方は，資

料１のスライド１０右の３（３）に記載されている事項を通じて，各医療機関の共通理

解を深めていくということでよいか。 

 ２点目に，資料４に記載されている病院の医療機能の変更予定について，各病院の考

え方や具体的スケジュールを把握しているか。 

 ３点目に，充足している急性期病床や慢性期病床を増やす予定がいくつかの病院で

確認できるが，その場合は今後この会議で議論していくことになるのかについて伺い

たい。 

〇事務局 

 医療関係者の皆様の理解を深めていくという点について，この調整会議の協議内容

はホームページで広く公開することとしており，各地区で行われている地域医療対策

委員会でもお知らせすることとしている。各病院の医療機能の変更予定については，

年度ごとの病床機能報告や調整会議の資料調製時に確認することとしているほか，充

足している医療機能への転換を予定している医療機関については，本会議を通じて情

報を共有し，議論することしている。 

〇鎌田座長 

 ほかに質問等はあるか。 

〇石橋委員 

 先ほどの意見にもあったが，大崎市の民間病院が会議に参加していないというの

は，やはり問題があると思う。当院は栗原市にあり，民間病院は当院だけなので，急

性期病床の後方支援，又は慢性期病床にある程度特化するなど，今後の方向性をある

程度は決めることができる。しかし，大崎市の場合は，公的医療機関のほかにも民間

病院があるので，民間病院とどのように連携していくのかについて議論を深められて

いないまま，この会議に出席している公的医療機関だけで今後の方向性を決定してし



まうと後々何らかの問題が起きると思うが，どうお考えか。 

〇事務局 

 大崎市内には民間病院が多数あり，その意見も踏まえていく必要があると考えてい

る。本会議には，大崎市内の民間病院が委員として出席していない状況ではあるが，

調整会議だけが県の情報共有を行う場ではなく，大崎地区でも開催している地域医療

対策委員会を引き続き活用していきたいと考えており，貴重な御意見として頂戴す

る。 

〇石橋委員 

 もう１点お聞きしたい。病床機能を変更する場合に，病棟全てではなく部分的に変

更した際，同じ病棟内に急性期と回復期が混在しても良いのか。今までは，急性期は

急性期，回復期は回復期で報告するという指導がなされていたので，今後どうするの

か伺いたい。 

〇事務局 

 病床機能報告については，先ほど資料１で述べたとおり病棟ごとの自己申告となっ

ており，例えば，急性期病床と回復期相当の地域包括ケア病床が１つの病棟にある場

合もあろうかと思う。実際にそのような病棟を持つ病院では，病棟の中でより多くの

病床数がある医療機能で報告しているという事例がある。自己申告であることから，

どの病床機能で報告するのが適切か各自で御判断いただければと思う。 

〇石橋委員 

 病床機能報告は，我々医療サイドの考え方しか反映されていない。入院している人

からすれば，医療を受けられるということが大事で，医療機能が急性期や地域包括ケ

アでも関係ない。「こうだから駄目だ」というやり方は望ましくないため確認した。 

〇鎌田座長 

 ほかに質問がなければ，項目（６）については，これで終了とする。  

 続いて（７）「病床機能再編支援補助金について」事務局から説明をお願いする。 

〇事務局 

  【資料７により説明】 

〇鎌田座長 

 ただいまの説明について質問等があればお願いする。 



 特にないようなので，項目（７）についてはこれで終了とする。地域医療構想アド

バイザーの橋本先生から何かあるか。 

〇橋本地域医療構想アドバイザー 

 地域医療構想の議論は新型コロナの影響で少し止まっていたが，また動き出してき

ている。全国でいくつかの病院が厚労省により突然名指しされたのが昨日のことのよ

うであるが，新型コロナを経て，地域医療構想全体が少し変わらなくてはならないの

ではないかと考えている。どのような方向性になるかについて，現段階で厚労省が実

際に変更を検討しているわけではないが，病床というのは，日本の場合は非常に重要

なものであるから，今後の地域医療構想の考え方自体が変わるのではないだろうか。

しかし，将来の人口推計を見ると，これから先は都市部を除いて人口が減少し，当

然，患者数も減ることになる。この現状に対して，今までと同じ病院の構成で成り立

たせることは難しいと思うので，各病院や各自治体が病床の構成を十分考え，補助金

に頼らず病院だけで成り立っていけるように体力をつけなくてはいけないと考えてい

る。 

〇鎌田座長 

 地域医療構想アドバイザーの石井先生から何かあるか。 

〇石井地域医療構想アドバイザー 

 資料７で病床機能再編支援補助金の内容について説明があり，具体的に補助金が出

ることが分かったので，この補助金についてよく精査し，最大限活用した上で，地域

医療構想の実現に向けた病床機能再編を検討していただければと考えている。 

〇鎌田座長 

 そのほか，事務局から何かあるか。 

〇事務局 

 本日の会議資料及び議事録については，後日，県のホームページに掲載する予定なの

で，了承願う。 

〇鎌田座長 

 皆様の協力で無事，調整会議を終了することができた。司会進行を事務局に返す。 

4. 閉 会 

〇司会 



 以上をもって，令和２年度宮城県地域医療構想調整会議（大崎・栗原区域）を終了す

る。 

 


